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委員会活動から

総務産業建設常任委員会
条例審査

陳情審査

条
例
審
査

■
辰
野
町
公
共
下
水
道
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て

　

こ
れ
は
、
下
水
道
排
水
設
備

工
事
の
責
任
技
術
者
の
登
録
及

び
更
新
事
務
を
、
財
団
法
人
長

野
県
下
水
道
公
社
が
実
施
す
る

こ
と
に
伴
い
、
条
例
の
一
部
を

改
正
し
た
い
と
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

　

こ
の
改
正
点
の
主
な
点
は
現

行
の
条
例
に
新
た
に
「
責
任
技

術
者
は
財
団
法
人
長
野
県
下
水

道
公
社
が
実
施
す
る
下
水
道
排

水
設
備
責
任
技
術
者
資
格
認
定

共
通
試
験
に
合
格
し
、
公
社
に

登
録
し
た
も
の
を
い
う
」
を
加

え
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
今
ま

で
は
町
が
登
録
事
務
を
行
っ
て

い
た
も
の
を
公
社
で
行
う
と
し

た
も
の
で
す
。

　

委
員
か
ら
改
正
の
利
点
に
つ

い
て
の
質
問
が
あ
り
、
責
任
技

術
者
証
の
登
録
が
県
下
一
括
と

な
る
の
で
、
町
は
事
務
の
軽
減

が
は
か
ら
れ
、
業
者
に
し
て
も

各
市
町
村
へ
の
責
任
技
術
者
登

録
手
続
き
が
省
け
、
費
用
削
減

な
ど
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
の
説

明
が
あ
り
ま
し
た
。
委
員
全
員

一
致
で
可
決
と
し
ま
し
た
。

陳
情
審
査

■
長
野
県
地
方
税
共
同
化
に

関
し
県
に
意
見
書
を
提
出

す
る
こ
と
を
求
め
る
陳
情

　
　

提
出
者　

　
　

長
野
県
税
金
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン　

　
　
　

代
表
委
員　
　

毛
利　

正
道

　

本
陳
情
は
、
長
野
県
が
各
自

治
体
の
地
方
税
の
滞
納
増
加
に

対
処
す
る
た
め
、
徴
収
態
勢
強

化
の
共
同
化
機
構
設
置
を
進
め

て
い
る
こ
と
に
対
し
、
さ
ま
ざ

ま
な
人
権
侵
害
や
、
中
小
企
業

の
倒
産
・
雇
用
喪
失
を
招
く
こ

と
が
た
い
へ
ん
危
惧
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
地
方
税
の
共
同
化
は

反
対
で
あ
り
、
仮
に
実
施
す
る

場
合
は
、
併
せ
て
公
的
な
オ
ン

ブ
ズ
マ
ン
を
置
く
な
ど
、
適
正

公
平
な
運
用
に
努
め
、
人
権
侵

害
を
生
ま
な
い
た
め
の
措
置
を

盛
り
込
む
べ
き
で
あ
る
と
の
意

見
書
を
長
野
県
に
提
出
す
る
こ

と
を
求
め
る
陳
情
で
す
。

　

委
員
か
ら
今
進
め
ら
れ
て
い

る
長
野
県
地
方
税
共
同
化
機
構

の
経
緯
な
ど
の
説
明
の
求
め
に

対
し
、町
は
す
で
に
同
機
構
に
参

加
し
共
同
化
へ
の
作
業
を
進
め

て
お
り
、大
口
お
よ
び
悪
質
な
滞

納
者
な
ど
整
理
困
難
な
案
件
に

絞
り
対
応
し
た
い
と
し
、税
の
公

平
性
の
確
保
と
滞
納
額
の
縮
減

を
図
る
た
め
に
共
同
化
は
必
要

と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
委
員
か
ら
不
況
に
よ
る

失
業
者
お
よ
び
中
小
企
業
者
へ

の
配
慮
も
必
要
と
の
意
見
も
あ

り
ま
し
た
が
、
滞
納
整
理
困
難

事
案
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
専

門
的
徴
収
方
法
に
よ
る
共
同
化

機
構
の
活
用
は
必
要
と
の
意
見

で
一
致
し
た
た
め
、
こ
の
陳
情

は
委
員
全
員
一
致
に
て
不
採
択

と
し
ま
し
た
。

■
安
全
・
安
心
な
国
民
生
活

実
現
の
た
め
、
防
災
・
生

活
関
連
公
共
事
業
予
算
の

拡
充
と
国
土
交
通
省
の
地

方
出
先
機
関
の
存
続
を
求

め
る
陳
情
に
つ
い
て

　

提
出
者

　
　

国
土
交
通
省
管
理
職
ユ
ニ
オ
ン

　
　
　

中
部
支
部

　
　
　

執
行
委
員
長　

青
山　

一
雄

　

本
陳
情
は
、
全
国
各
地
で
地

震
に
よ
る
災
害
、
台
風
や
豪
雨

に
よ
る
風
水
害
、
土
砂
災
害
が

発
生
し
、
国
民
の
生
命
や
財
産

が
失
わ
れ
て
い
る
中
で
、
国
民

の
安
全
・
安
心
の
生
活
実
現
の

た
め
社
会
資
本
・
生
活
基
盤
整

備
、
防
災
対
策
や
施
設
の
維
持

管
理
は
ま
す
ま
す
重
要
と
な
っ

て
い
る
が
、
一
方
で
政
府
は
、

国
の
出
先
機
関
の
組
織
の
廃
止

と
併
せ
人
員
の
削
減
を
地
域
主

権
戦
略
会
議
お
よ
び
行
政
刷
新

会
議
の
事
業
仕
分
け
な
ど
で
検

討
を
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
全
国
知
事
会
の「
国
の
出

先
機
関
原
則
廃
止
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
チ
ー
ム
」で
は
８
府
省
17
機
関

の
国
の
出
先
機
関
原
則
廃
止
の

中
間
報
告
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
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委員会活動から

社会福祉教育常任委員会
請願審査

請
願
審
査

■
少
人
数
学
級
の
早
期
実
現

や
複
式
学
級
の
編
制
基
準

の
改
善
、
教
職
員
定
数
増

を
求
め
る
意
見
書
提
出
に

関
す
る
請
願

　

提
出
者

　
　

辰
野
町
公
立
学
校
教
職
員
組
合

執
行
委
員
長　

前
原　

修

紹
介
議
員　
　

永
原
良
子

　

本
請
願
は
、
平
成
23
年
度
の

国
の
予
算
編
成
に
あ
た
り
、
ど

の
子
に
も
行
き
届
い
た
教
育
を

す
る
た
め
に
少
人
数
学
級
の
早

期
実
現
と
、
教
職
員
定
数
増
を

求
め
る
意
見
書
を
、
政
府
な
ら

び
に
関
係
行
政
官
庁
に
提
出
す

る
こ
と
を
要
望
す
る
請
願
で
あ

り
ま
す
。

　

委
員
会
で
は
国
の
学
級
の
基

準
は
40
人
で
あ
り
、
長
野
県
の

実
施
し
て
い
る
学
級
の
基
準
は

小
学
生
が
35
人
で
あ
る
こ
と
、

こ
れ
に
よ
る
町
内
の
学
校
で
の

ク
ラ
ス
編
成
や
、
教
職
員
の
加

配
の
状
況
な
ど
の
説
明
を
受
け

ま
し
た
。

　

更
に
、日
本
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
占

め
る
教
育
費
の
割
合
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ

　

し
か
し
、地
域
住
民
が
安
全
・

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
生
活
実
現

の
た
め
に
は
、
防
災
・
生
活
関

連
予
算
の
拡
充
は
必
要
で
あ

り
、
こ
れ
ま
で
事
務
所
・
出
張

所
は
河
川
改
修
事
業
や
維
持
管

理
、
砂
防
事
業
の
推
進
、
災
害

復
旧
等
に
お
い
て
国
責
を
担
っ

て
迅
速
に
対
応
し
て
き
ま
し

た
。
ま
た
こ
れ
か
ら
の
事
業
を

執
行
し
て
い
く
上
で
組
織
、
人

員
の
確
保
な
ど
業
務
執
行
体
制

の
拡
充
が
必
要
で
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
安
全
・
安
心

な
国
民
生
活
実
現
の
た
め
、
防

災
・
生
活
関
連
予
算
の
拡
充
と

国
土
交
通
省
の
地
方
出
先
機
関

の
存
続
を
求
め
る
た
め
、
次
の

項
目

１
．
地
方
分
権
に
つ
い
て
は
、

住
民
自
治
、
国
と
地
方
の
適

切
な
役
割
分
担
、
財
源
と
そ

の
配
分
・
使
途
な
ど
国
民
的

議
論
を
踏
ま
え
て
結
論
を
出

す
こ
と
。

２
．
防
災
、
生
活
関
連
公
共
事

業
予
算
の
確
保
・
拡
充
を
図

る
こ
と
。

３
．
直
轄
で
整
備
・
維
持
管
理

し
て
い
る
河
川
行
政
は
、
引

き
続
き
国
の
責
任
で
執
行

し
、
地
方
整
備
局
事
務
所
・

出
張
所
の
廃
止
や
地
方
移
管

は
行
わ
な
い
こ
と
。

に
つ
い
て
関
係
機
関
に
意
見
書

の
提
出
を
求
め
る
陳
情
で
す
。

　

委
員
か
ら
地
方
出
先
機
関
の

廃
止
は
、
末
端
地
方
へ
の
予
算

切
り
捨
て
、
災
害
時
の
緊
急
対

応
体
制
・
生
活
基
盤
の
整
備
、

防
災
対
策
や
施
設
の
維
持
管
理

な
ど
の
遅
れ
が
危
惧
さ
れ
る
と

し
て
、
委
員
全
員
一
致
に
て
採

択
と
し
ま
し
た
。

天竜川激特事業

Ｄ
加
盟
29
カ
国
の
平
均
が
5.3
％

に
対
し
日
本
は
3.6
％
で
あ
り
29

カ
国
中
28
番
目
で
あ
る
こ
と
、

又
文
科
省
の
平
成
23
年
度
概
算

要
求
は
35
人
学
級
を
基
に
、教
育

一
括
交
付
金
と
し
て
教
育
だ
け

に
使
う
べ
き
要
求
を
す
る
、予
定

で
あ
る
旨
の
説
明
で
し
た
。

　

先
進
諸
国
に
お
け
る
学
級
編

成
基
準
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ

で
初
等
教
育
＝
24
人
、
前
期
中

等
教
育
＝
24
〜
28
人
、
後
期
中

等
教
育
＝
19
・
5
人
で
あ
り
、

併
せ
て
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ

ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
ロ
シ
ア
な
ど

の
編
成
基
準
の
説
明
も
あ
り
ま

し
た
。

　

請
願
理
由
に
、
不
登
校
や
い

じ
め
、
荒
れ
、
学
級
崩
壊
な
ど

心
を
痛
め
る
事
態
が
発
生
し
て

い
る
現
状
で
あ
り
、
少
人
数
学

級
に
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い

る
も
の
の
、
委
員
か
ら
は
少
人

数
学
級
と
は
切
り
離
し
て
検
討

す
べ
き
で
あ
る
、
と
の
意
見
が

あ
り
ま
し
た
。

　

教
職
員
定
数
増
に
つ
い
て

は
、
一
定
の
理
解
も
出
来
る
が

そ
れ
以
前
に
教
職
員
の
仕
事
量

を
見
直
す
必
要
性
を
感
ず
る
と
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理科で使用している教材

し
た
意
見
で
し
た
。

　

委
員
会
と
し
て
は
、
請
願
理

由
に
一
部
矛
盾
点
を
感
じ
る

が
、子
供
の
教
育
環
境
を
考
え
た

時
、現
在
の
国
の
基
準
よ
り
は
更

な
る
少
人
数
学
級
、及
び
教
職
員

定
数
増
が
望
ま
れ
る
と
し
、委
員

全
員
が
本
請
願
の
趣
旨
に
賛
成

し
、意
見
書
を
提
出
す
べ
き
と
し

て
採
択
と
し
ま
し
た
。

意
見
書

　

次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の

健
や
か
な
成
長
の
為
に
、
次
の

事
項
を
実
現
す
る
よ
う
強
く
要

望
し
ま
す
。

記

１
．
国
の
責
任
に
お
い
て
「
少

人
数
学
級
」
を
実
現
す
る
こ

と
を
含
め
た
、
次
期
定
数
改

善
計
画
を
早
期
に
策
定
す
る

こ
と
。
ま
た
、
学
校
現
場
に

必
要
な
教
職
員
の
人
員
・
人

材
を
確
保
す
る
こ
と
。

２
．
現
行
の
複
式
学
級
の
編
制

基
準
を
改
善
す
る
こ
と
。

■
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制

度
の
堅
持
を
求
め
る
請
願

　

提
出
者

　
　

辰
野
町
公
立
学
校
教
職
員
組
合

執
行
委
員
長　

前
原　

修

紹
介
議
員　
　

永
原
良
子

　

本
請
願
は
平
成
23
年
度
国
の

予
算
編
成
に
あ
た
り

１
．
国
の
責
務
で
あ
る
教
育
水

準
の
最
低
保
証
を
担
保
す
る

た
め
に
必
要
不
可
欠
な
義
務

教
育
費
国
庫
負
担
制
度
を
堅

持
し
、
負
担
率
を
２
分
の
１

に
復
元
す
る
こ
と
。

２
．
国
庫
負
担
金
か
ら
既
に
除

外
し
た
教
材
費
、
旅
費
、
共

済
費
、
退
職
手
当
、
児
童
手

当
な
ど
を
復
元
す
る
こ
と
。

の
意
見
書
を
、
国
の
関
係
機
関

に
提
出
す
る
よ
う
要
望
し
た
請

願
で
あ
り
ま
す
。

　

三
位
一
体
改
革
と
義
務
教
育

費
圧
迫
の
関
連
が
不
明
確
で
あ

る
と
い
う
指
摘
に
は
、
地
方
交

付
税
に
含
ま
れ
る
義
務
教
育
費

も
、
地
方
財
政
の
厳
し
い
現
状

で
は
減
額
を
強
い
ら
れ
る
だ
ろ

う
と
い
う
事
で
す
。
従
っ
て
、

国
の
責
任
に
お
い
て
義
務
教
育

の
機
会
均
等
を
目
標
と
し
た
、

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
を

堅
持
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
し
ま
し
た
。

　

請
願
の
趣
旨
に
賛
同
し
、
委

員
全
員
賛
成
に
て
意
見
書
を
提

出
す
べ
き
で
あ
る
と
採
択
と
し

ま
し
た
。

意
見
書

　

義
務
教
育
の
水
準
の
維
持
向

上
と
機
会
均
等
、
及
び
地
方
財

政
の
安
定
を
図
る
た
め
、
平
成

23
年
度
予
算
編
成
に
お
い
て
次

の
事
項
を
実
現
す
る
よ
う
強
く

要
望
し
ま
す
。記

１
．
国
の
責
務
で
あ
る
教
育
水

準
の
最
低
保
障
を
担
保
す
る

た
め
に
必
要
不
可
欠
な
義
務

教
育
費
国
庫
負
担
率
を
２
分

の
１
に
復
元
す
る
こ
と
。

２
．
国
庫
負
担
金
か
ら
既
に
除

外
し
た
教
材
費
、
旅
費
、
共

済
費
、
退
職
手
当
、
児
童
手

当
な
ど
を
復
元
す
る
こ
と
。

■
長
野
県
独
自
の
30
人
規
模

学
級
の
中
学
校
全
学
年
へ

の
早
期
拡
大
と
複
式
学
級

の
解
消
、
県
独
自
に
教
職

員
配
置
増
を
求
め
る
意
見

書
提
出
に
関
す
る
請
願

　

提
出
者

　
　

辰
野
町
公
立
学
校
教
職
員
組
合

執
行
委
員
長　

前
原　

修

紹
介
議
員　
　

永
原
良
子

　

本
請
願
は
、
平
成
23
年
度
長

野
県
の
予
算
編
成
に
当
た
り
、

ど
の
子
に
も
行
き
届
い
た
教
育

を
す
る
た
め
県
に
求
め
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

　

県
独
自
の
30
人
規
模
学
級
は

平
成
22
年
度
か
ら
小
学
校
６
年

ま
で
実
施
さ
れ
ま
し
た
が
、
今

後
更
に
中
学
ま
で
広
が
る
こ
と

を
求
め
て
い
ま
す
。

　

委
員
か
ら
は
請
願
理
由
に
お

け
る
生
活
集
団
と
学
習
集
団
が

一
致
し
て
い
る
事
が
望
ま
し

い
、
と
い
う
事
と
複
式
学
級
の

解
消
と
は
矛
盾
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
っ
た
意
見
が

出
さ
れ
ま
し
た
。

　

又
、
複
式
学
級
を
解
消
し
１

人
２
人
の
生
徒
を
始
業
か
ら
終

業
ま
で
付
き
っ
切
り
で
の
学
校

生
活
が
、
本
当
に
子
供
の
為
に

な
る
の
か
、
危
惧
さ
れ
る
意
見

が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

複
式
学
級
を
解
消
す
る
か
ら

に
は
学
習
効
果
、
社
会
性
が
身

に
つ
く
の
か
総
合
的
に
検
討
す

べ
き
で
あ
り
解
消
で
は
な
く
複

式
学
級
の
改
善
が
妥
当
で
は
な

い
か
、
と
い
っ
た
意
見
が
出
さ

れ
ま
し
た
。

　

委
員
会
と
し
て
は
、
検
討
の

結
果
、
趣
旨
の
と
お
り
長
野
県

知
事
宛
に
意
見
書
を
提
出
す
べ

き
と
し
て
、
委
員
全
員
一
致
に

て
採
択
と
し
ま
し
た
。
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西小学校授業風景

意
見
書

　

次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の

健
や
か
な
成
長
の
た
め
に
次
の

事
項
を
実
現
す
る
よ
う
、
強
く

要
望
し
ま
す
。記

１
．
県
独
自
の
「
30
人
規
模
学

級
」
を
中
学
校
全
学
年
へ
早

期
に
拡
大
す
る
こ
と
。

２
．
現
行
の
複
式
学
級
の
編
制

基
準
を
改
善
し
、
県
独
自
に

複
式
学
級
解
消
措
置
を
一
層

充
実
す
る
こ
と
。

３
．
県
独
自
に
よ
る
教
職
員
配

置
の
大
幅
増
を
実
現
す
る
こ

と
。

辰
野
町
議
会
開
設

辰
野
町
議
会
開
設
5555
年
記
念
行
事

年
記
念
行
事

 

議
会
研
修
視
察
報
告

研
修
地
（
旭
川
・
富
良
野
・
三
笠
市
・
小
樽
・
札
幌
）

　

辰
野
町
議
会
は
昭
和
30
年
、

辰
野
町
と
朝
日
村
が
合
併
し
、

新
生
辰
野
町
が
発
足
し
た
の
に

伴
い
、
同
年
５
月
初
の
町
議
選

に
よ
り
議
員
定
数
26
名
で
開
議

が
始
ま
り
、
そ
の
後
川
島
村
・

小
野
村
と
の
合
併
も
行
わ
れ
以

来
議
員
定
数
の
増
減
を
経
て
、

現
在
は
14
名
で
構
成
し
て
お
り

ま
す
。

　

今
年
、
議
会
開
設
55
年
の
節

目
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
こ
れ

を
契
機
と
し
て
、
今
年
４
月
全

議
員
参
加
の
も
と
、
先
人
た
ち

の
英
知
と
努
力
で
築
か
れ
た
歴

史
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、「
町

民
に
開
か
れ
、
信
頼
さ
れ
る
議

会
の
実
現
を
目
的
」
に
実
行
委

員
会
を
立
ち
上
げ
、
各
事
業
・

行
事
の
責
任
者
を
中
心
に
進
め

る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

議
会
で
は
、
６
月
29
日
か
ら

４
日
間
『
北
の
大
地
に
翔
ぶ
』

〜
観
光
立
町
を
目
指
し
て
〜
と

題
し
、
議
会
に
関
す
る
条
例
や

観
光
立
町
を
目
指
し
た
各
地
の

取
組
に
つ
い
て
研
修
視
察
を
行

い
ま
し
た
。

　

メ
イ
ン
は
、
来
年
度
当
町
議

会
が
計
画
し
て
い
る
議
会
機
能

を
高
め
、
町
民
意
思
を
的
確
に

町
政
に
反
映
す
る
開
か
れ
た
議

会
実
現
の
た
め
、
条
例
制
定
の

先
進
議
会
で
あ
る
三
笠
市
議
会

を
研
修
視
察
し
た
も
の
で
す
。

　

観
光
及
び
町
お
こ
し
の
先
進

地
、
旭
川
市
あ
さ
ひ
や
ま
動
物

園
を
視
察
し
工
夫
を
凝
ら
し
展

示
す
る
こ
と
で
、
日
本
一
の
入

園
客
の
動
員
を
誇
る
動
物
園
の

視
察
を
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
は

白
熊
・
ペ
ン
ギ
ン
・
オ
ラ
ン

ウ
ー
タ
ン
な
ど
が
暑
さ
の
中
頑

張
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
上

富
良
野
「
フ
ァ
ー
ム
富
田
」
で

は
苦
節
50
年
の
香
料
生
産
を
廃

行
事
計
画

★
記
念
植
樹

　

５
月
20
日　

荒
神
山
公
園

★
議
会
開
設
55
年
に
関
す
る
決

議
・
地
方
議
会
制
度
の
拡
充

強
化
を
求
め
る
意
見
書

　

６
月
定
例
議
会

★
記
念
誌
発
行

　

議
会
だ
よ
り
増
刊

★
記
念
講
演

　

11
月
６
日　

町
民
会
館

　

講
師
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

　
　
　
　

山
本　

哲
也　

氏

★
記
念
式
典

　

11
月
６
日

　

Ｊ
Ａ
マ
リ
ー
パ
レ
ス
た
つ
の

★
中
学
生
議
会

　

２
月　

町
議
会
議
事
堂

★
会
議
規
則
・
傍
聴
規
則
・
委

員
会
条
例
の
改
定
（
二
次
）

　

３
月
定
例
議
会

★
各
種
団
体
と
の
懇
談
会

止
し
、
見
せ
る
観
光
農
園
に
転

換
し
日
本
一
の
観
光
地
に
育
て

た
苦
労
が
印
象
的
で
し
た
。
ま

た
、
札
幌
場
外
卸
売
市
場
に
お

け
る
北
海
の
新
鮮
魚
介
類
の
輸

送
体
制
・
流
通
を
見
学
し
、
そ

の
実
態
に
驚
嘆
し
ま
し
た
。

　

各
議
員
と
も
頭
い
っ
ぱ
い
に

新
し
い
知
識
を
吸
収
し
、
４
日

間
の
研
修
を
終
了
し
ま
し
た
。
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議
会
開
設
55
年
事
業
の
一
環
と
し
て
、
６
月
定
例
議
会
初
日
、
辰

野
町
議
会
議
員
と
し
て
の
姿
勢
を
改
め
て
自
覚
し
、
改
革
と
躍
進
を

目
指
し
て
邁
進
し
て
い
く
こ
と
を
決
意
し
、
併
せ
て
町
政
に
対
す
る

一
層
の
献
身
を
誓
い
、
次
に
よ
り
全
議
員
で
決
議
致
し
ま
し
た
。

　

更
に
地
方
議
員
が
住
民
の
負

託
に
こ
た
え
、
市
町
村
の
発
展

を
目
指
し
て
、
地
方
議
会
制
度

の
充
実
強
化
を
求
め
、
次
の
趣

旨
に
よ
り
意
見
書
を
国
の
関
係

機
関
へ
提
出
し
ま
し
た
。

記

１
．
地
方
議
会
制
度
に
つ
い
て

は
、
平
成
18
年
の
地
方
自
治

法
の
改
正
に
よ
り
一
定
の
措

置
が
図
ら
れ
た
が
、
残
さ
れ

た
課
題
が
多
く
あ
り
、
地
方

議
会
が
そ
の
役
割
と
機
能
を

さ
ら
に
強
力
に
発
揮
し
て
い

く
為
に
は
、
尚
一
層
の
取
り

組
み
が
必
要
で
あ
る
。

２
．
国
に
お
い
て
は
、
地
方
議

会
の
機
能
を
一
層
充
実
強
化

す
る
為
抜
本
的
な
制
度
改
正

を
図
る
と
共
に
、
議
員
の
法

的
位
置
付
け
を
明
確
に
す
る

よ
う
、
地
方
自
治
法
に
議
員

の
職
責
・
職
務
を
明
文
化

し
、
こ
の
位
置
付
け
に
相
応

し
い
諸
制
度
の
改
正
を
早
急

に
図
ら
れ
る
よ
う
強
く
要
望

す
る
。
と
し
ま
し
た
。

「
開
か
れ
た
議
会
」
を
目
指
し

た
委
員
会
条
例
・
会
議
規
則
な

ど
の
全
条
文
の
見
直
し
実
施

　

標
記
の
件
に
つ
い
て
は
、
第

二
次
議
会
活
性
化
委
員
会
活
動

と
相
ま
っ
て
、
議
会
開
設
55
年

記
念
の
節
目
事
業
と
し
て
も
位

置
付
け
ら
れ
、
昨
年
12
月
か
ら
取

り
組
み
を
開
始
い
た
し
ま
し
た
。

　

全
議
員
の
提
出
し
た
「
活
性

化
の
た
め
の
提
案
書
」
に
基
づ

き
、
既
存
の
条
例
・
規
則
・
基

準
に
至
る
ま
で
、
55
年
間
積
み

上
げ
ら
れ
た
条
文
を
見
直
し
ま

し
た
。

　

そ
の
た
め
の
議
会
運
営
委
員

会
８
回
、
全
員
に
よ
る
活
性
化

委
員
会
２
回
を
も
っ
て
、
６
月

議
会
に
提
案
し
可
決
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
内
容
は
、

１
．
委
員
会
条
例
の
一
部
改
正

　

目
的
条
文
の
新
設
や
記
録

条
文
の
改
正
な
ど
現
状
に
照

ら
し
た
内
容
・
分
か
り
や
す

い
表
現
に
改
め
ま
し
た
。

２
．
会
議
規
則
の
一
部
改
正

　

目
的
条
文
の
新
設
、
会
議
録

条
文
の
改
正
な
ど
の
ほ
か
、
質

疑
の
回
数
は
現
行
２
回
を
３
回

に
改
め
、
議
員
の
発
言
回
数
の

機
会
を
増
や
し
ま
し
た
。

３
．
傍
聴
規
則
の
一
部
改
正

　

こ
れ
ま
で
以
上
に
開
か
れ

た
議
会
と
す
る
た
め
、
時
代

に
マ
ッ
チ
し
た
ル
ー
ル
に
見

直
し
を
行
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
議
会
運
営
基
準
」
を

見
直
し
た
こ
と
に
よ
り
、
新
た

に
「
全
員
協
議
会
開
催
要
項
」

「
申
し
合
わ
せ
事
項
」も
制
定
し
、

議
会
の
透
明
性
や
議
員
の
あ
り

方
に
つ
い
て
も
一
定
の
方
向
付

け
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
は
、
来
年
３
月
議
会

で
は
、
選
挙
後
の
新
議
会
を
見

据
え
た
条
例
・
規
則
の
改
正
が

計
画
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
加
え

て
、
議
会
の
最
高
規
範
と
さ
れ

る
「
議
会
基
本
条
例
の
制
定
」

に
向
け
て
、
先
進
事
例
の
研
究
・

現
地
視
察
な
ど
を
行
い
な
が
ら
、

辰
野
町
議
会
の
身
の
丈
に
合
っ

た
条
例
づ
く
り
に
前
進
す
べ
く
、

議
員
全
員
で
活
発
な
議
論
を
継

続
的
に
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

辰野町議会開設５５年に関する決議
　議会は、地方自治の要であり、民主政治の根幹である。
　辰野町議会は、昭和３０年４月１日、第１回臨時議会が開催されて以来、本
年は５５年目を迎える記念すべき年である。
　その間、戦後の混乱から高度経済成長、平成に入ってのバブル崩壊ならびに
金融危機など、我が辰野町議会は幾多の困難に直面しながらも地域住民の要請
に応え、今日の辰野町を築いてきた。こうした歴史の重みの上に、現在の平和
と繁栄がある。
　一方、少子・高齢化、雇用対策、地域医療など早期に解決すべき課題を数多
く抱えている。
　我々は、これらの課題を一丸となって解決し、安心して豊かに暮らせる「ほ
たるの町たつの」を次世代に引き継いでいかねばならない。
　今年、辰野町議会開設５５年を迎えるに当たり、先人の英知とたゆまぬ努力
によって築き上げられた貴重な歴史を振り返り、ここに本町が持つ悠久の歴史
や伝統文化、そして豊かな自然環境を守り、新時代の地方自治を切り開いてい
く事を決意し、凛として町民の負託に応えるべく、一層の献身を誓うものである。

　　平成２２年６月２日
長野県辰野町議会

議
会
運
営
委
員
会
報
告


